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「市民の目フォーラム北海道」会報第 15 号（11 年 1 月）

事務局   市川守弘法律事務所内（札幌市中央区大通西

11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ） 

http://shimin-me.net/ ☎ 050-7524-8995 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 
 

「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関す

る情報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

 

 

 

 

市民の目フォーラム北海道 

代表 原田 宏二 

 

昨年も、全国の多くの警察で「預け」等の手口

による裏金づくりが発覚したほか、相変わらず現

職の警察官の犯罪等の丌祥事が続発しました。 

現在、大阪地検特捜部の捜査の在り方が問題に

されていますが、ご存じのように犯罪捜査の主役

は警察です。その警察の違法な取調べなどによる

冤罪事件は、これまでも数えきれないくらい起き

ています。マスコミには大きく報じられない隠れ

た冤罪事件も、各地で起きています。警察の捜査

にも、検察と同じような問題があると考えなけれ

ばなりません。 

私は、裏金、冤罪、丌祥事といった警察腐敗の

底流には、55年体制下における警察の中央集権化、

キャリア官僚による都道府県警察の支配、公安委

員会制度の形骸化等があると考えています。 

ですから、2009（平成 21）年 8 月の衆議院選

挙での民主党の歴史的な大勝利、不野党の逆転に

は、警察改革に展望が開けるものと大きな期待を

寄せました。 

国民の多くが、これまでと違う政治を民主党に

期待したのではないかと思います。 

ところが、翌年 7月の参議院選挙では民主党が惨

敗、その多くの要因が自民党政権と何も変わらな

い「政治と金」の問題だったのは残念なことです。 

 

 

民主党の警察改革に関する公約 

 

「市民の目フォーラム北海道」は、2009（平成

21）年 7月、野党時代の民主党に対して、警察の

地方分権化をはじめ、公安委員会制度の改革、「警

察刷新に関する緊急提言」の検証、冤罪事件の根

絶のための刑事訴訟法の改正、捜査費予算の抜本

的見直しを骨子とする「警察改革に関する 5つの

提言」を提出したことがあります。 

その直後の 2009（平成 21）年 8 月の衆議院議

員選挙において民主党が掲げた警察改革等の政

策（INDEX2009）は、以下のとおりでした。 

民主党の政策は、「市民の目フォーラム北海道」

の警察改革の主張と完全に一致するものではあ

りませんが、当面の政策としては支持できるもの

と考えていました。 

その内容を再確認しておきます。 

民主党の警察改革はどこへ 
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警察改革 

捜査用報償費等を裏金化していたとされる丌

正経理や情報の漏洩、警察官による犯罪等さまざ

まな丌祥事が続発し、警察行政への信頼が低下し

ています。これら警察丌祥事に関して公安委員会

の存在感は極めて薄く、その役割が改めて問われ

ています。警察を監督する公安委員会の体制を強

化するとともに、その事務を警察自身が行ってい

るという矛盾を解消するため、国家公安委員会・

都道府県公安委員会に独立した事務局を設置し

ます。また都道府県知事や都道府県議会による監

督の強化や、苦情処理制度を大幅に拡充し、市民

の声を反映した警察行政を実現します。 

 

 

治安対策 

検挙率向上のため、日常生活に密着した「地

域・刑事・生活安全」にかかる警察機能を拡充し

ます。また、地域社会の防犯活動を支援します。

治安・防犯の確保のためには、警察の捜査能力の

向上が必要ですが、その一方で警察権限の無制約

な拡大は、捜査権の乱用やプライバシー侵害など

の弊害を招くことが懸念されます。こうしたこと

が市民の警察捜査に対する丌信や非協力につな

がり、結果として治安の向上に悪影響を生じかね

ません。防犯カメラ・Ｎシステム（自動車ナンバ

ー自動読取装置）・ＤＮＡ鑑定等、新たな捜査手

法の利用にあたっては、人権に配慮して運用ルー

ルをしっかりと定めるとともに、個人情報保護の

観点からの法規制を含めた検討を進めます。 

さらに盗聴・盗撮による被害が深刻化している

ことから、これらの取り締まりを強化します。 

 

 

総合的な銃器犯罪対策の推進 

長崎県佐世保市の散弾銃乱射事件などをきっ

かけとして、民主党が主張したことにより合法銃

の所持許可の欠格事由厳格化などを主な内容と

する改正銃刀法が 2008 年の 170 回臨時国会で成

立しました。非合法銃についても、暴力団関係者

等に対する摘発・検挙、密輸入阻止のための水際

対策などを徹底し、総合的な銃器犯罪対策を強力

に進めます。 

さらに、民主党政権政策（Ｍanifesto）の政策

各論 6～消費者・人権の 49～の中で「取調べの可

視化で冤罪を防止する」として、 

【政策目的】 

○自白の任意性をめぐる裁判の長期化を防止す

る。 

○自白強要による冤罪を防止する。 

【具体策】 

○ビデオ録画等により取調べ過程を可視化する。 

【所要額】90億円程度を掲げています。

 

 

民主党政権が示す警察改革とは 

 

鳩山政権では、国家公安委員長に民主党の野党

時代に「警察丌正経理疑惑調査・警察改革推進本

部」本部長を務めた中井洽
ひろし

氏が就任しました。 

中井氏のこの経歴から、警察改革が飛躍的に前

進するのではないかと期待されました。 

そして、鳩山政権は、2009（平成 21）年 12 月

には国家公安委員に連合の前会長高木剛氏を任

命しました。労働界から国家公安委員に就任する

のは、昭和 33 年の金正米吉・日本労働組合総同

盟（総同盟）会長以来、51年ぶりだったそうです。
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2010（平成 22）年 6月には、弁護士で元日本

弁護士連合会副会長の山本剛嗣氏を国家公安委

員に任命しました。取調べの全面可視化を求めて

いる日弁連からの国家公安委員会入りは、全面可

視化への展望が開ける第一歩かと期待されまし

た。

2010（平成 22）年 9月 17日 に発足した第 2次

菅内閣で国家公安委員長に就任した岡崎トミ子

氏は、1月 14日発足した菅再改造内閣では留任を

見送られ、わずか 4ヵ月で交代してしましました。 

中井氏も岡崎氏も取調べの可視化については、

そのために「治安水準が落ちてはならない」とい

う消極的な姿勢に終始しました。可視化を実現す

ると”治安の水準が落ちる”という論理も如何に

も官僚らしい発想です。 

キャリア警察官僚に”治安水準が落ちる”とい

うフレーズを使われると、どんな政治家も無条件

でビビッてしまうようです。 

そもそも”治安水準”が何を指しているかも丌

明ですし、警察力だけで上げたり下げたりできる

ものでもありません。冤罪は捜査機関による究極

の人権侵害です。冤罪を生みだす治安水準などは

ナンセンスです。

 

民主党は、野党時代の 2009（平成 21）年 4 月には取調べの全過程を録音・録画して可視化する「刑

事訴訟法改正案」を参議院に提出、可決させた経緯があります（衆議院で廃案になった）。ところが、

民主政権がスタートしたのに拘らず、いまだに取調べの可視化のための「刑事訴訟法改正案」が、国会

に提出さていません。中野国家公安委員長には、江田五月法務大臣とも連携して、一日も早く取調べの

全面可視化を実現して欲しいものです。 

 

 

「市民の目フォーラム北海道」の取り組み 

 

「市民の目フォーラム北海道」は、鳩山政権成

立後の 2009（平成 21）年 10月、中井洽国家公安

委員長に面接して、新「警察刷新会議」（仮称）

を設けるなど、政治主導により、警察が抱える諸

問題を的確に把握し、警察改革の方向性を明確に

し、警察の抜本的な改革に取り組むよう要望した

ことがあります。 

また、菅政権成立後の 2010（平成 22）年 11月

8日、「民主党のシンクタンク組織について」と題

して、民主党が新たに発足させる地方分権等をテ

ーマとする勉強会で警察問題を取り上げるよう

要望するとともに、長く都道府県警察の現場で働

いた警察ＯＢの意見を聞く機会を設けるよう要

望したところです。 

しかし、残念ながら、現時点までに民主党から

は何の回答もありません。 

新年早々、民主党の「政治と金」をめぐる権力

闘争が続き、1月 14日には菅再改造内閣が発足し

たものの、政権安定の兆しも見えません。こんな

ことがいつまでも続けば、民主党は春に予定され

ている統一地方選挙でも再び惨敗するでしょう。

「市民の目フォーラム北海道」としても、当面は、

政治に期待した警察改革は遠のいたと判断せざ

るを得なくなりました。 

そのため、当面は国家公安委員会等への働きか

けなどを模索しながらも、警察改革の原点に立ち

戻って、警察の実態を国民に正しく知らせる活動

の展開、警察への苦情相談受理、情報公開制度の

積極的な活用、国賠訴訟へ支援活動等、息の長い

活動を展開していかなくてはならないと考えて

います。 

本年も、皆さんのご支援とご協力をお願いする

次第です。



 

| 4 

警察ジャーナリストの殉職 

黒木昭雄さんの功績を称える会 

 

 

昨年 11 月 2 日に亡くなった警察ジャーナリス

トの黒木昭雄（52 歳）さんの功績を称える会が、

12 月 18 日、東京都中央区銀座のホテルで、週刊

朝日の山口 一臣、五十嵐京治、小宮山明希さん

らの呼びかけ開かれた。 

会場には、妻の正子さん等親族の方のほか、100

人以上のジャーナリスト等関係者が集まった。 

会場正面には、黒木さんの写真、息子さんが書

いた黒木さんの肖像画が掲げられてほか、会場内

には黒木さんの著書、警視総監からの賞状、メダ

ル等が並べられていた。 

 私（原田 宏二）が彼と最後に会ったのは、昨

年（22 年）5 月 13 日、岩手県盛岡市でのことだ

った。この日、黒木さんとこの事件の関係者は「岩

手県川井村地内における女性殺人事件」について、

捜査が丌十分だとして、真相解明のため再捜査を

求める要望書等を岩手県警と岩手県公安委員会

に提出した。それに私も「市民の目フォーラム北

海道」代表してオブザーバーとして同行した。 

捜査上重要な事件関係者からほとんど事情聴

取をしていないのに、Ａさんを犯人と決め付ける

のはおかしい、自分たちへの事情聴取をきちんと

やってほしい、と真相解明に必要な捜査を尽くす

よう連名の情報提供書も提出した。その足で、同

様趣旨の要望書を警察庁、国家公安委員会へも提

出した。 

ところが、11月 3日、清水弁護士から黒木さん

が自殺したとの連絡を受けた。とても信じられな

かったが、清水弁護士によると、11 月 2 日昼頃、

黒木さんから清水弁護士宛てに書留郵便で遺書

が送られてきたそうだ。「あとをよろしく」とあ

ったという。会の最後に息子さんの「父の死は殉

職だと思っている」との言葉には胸がつまった。 

しかし、全体的には黒木さんの人柄を偲ばせる明

るい雰囲気の会だったのには救われた。黒木さん

も天国で納得してくれたのではないかと思った。

この日は黒木さんの 53回目の誕生日だった。そ

れにしても、52歳は若すぎる。合掌。

 

 

氷見事件国賠訴訟傍聴記 

被告席は究極の税金の無駄遣い 

 

富山県警に違法な捜査で誤認逮捕され、富山地

検に起訴され、富山裁判所から有罪判決を受けた

柳原浩さん（43歳）は、平成 19年 10月に再審で

無罪が確定したが、平成 21年 5月、国と県(県警)

に対して 1億 440万円の損害賠償を求めて提訴し

た。 

その富山の冤罪(氷見事件)国賠訴訟の第７回

口頭弁論が 平成 22年 12月 8日、富山地裁で開

かれた。 

 この訴訟は、原告を冤罪に陥れた富山県警察及

び富山地方検察庁高岡支部による違法な捜査や

公訴提起の全容を解明して、冤罪の原因を究明し、

その責任を追及する訴訟である。 

「市民の目フォーラム北海道」では、これまで

も、富山冤罪国賠を支える会や同弁護団と連携し

てきたが、第７回口頭弁論では、初めて当フォー

ラム代表の原田宏二が傍聴した。 

 午後 １時 30分、裁判長などが入廷、口頭弁論

が始まった。原告席には、原告の柳原さんほか代

理人の弁護士 8人が着席、被告席には、国、県の

代理人 18人が着席した。記者席には記者が 15人

ほど、傍聴席はほぼ満席になった。 

国賠訴訟を傍聴していつも感じることだが、原告

の無罪判決が確定しているのに拘らず、被告側は

http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1101685518/subno/1


 

| 5 

組織防衛のためか、原告側の要求する証拠資料を

出そうとしない。 

この訴訟でも、原告側の情報開示請求で開示さ

れた「事件指揮簿」は、ほとんどマスキングされ

ていた。再び、裁判所の要請で被告の県警が提出

した「事件指揮簿」も同じように大部分がマスキ

ングされていた。今回の口頭弁論で原告側は被告

県側にその理由と重ねて原本の開示を求めた。 

 「事件指揮簿」は、氷見事件の捜査がどのよう

に行われたかが記載さているであろう重要な記

録である。何故、被告は隠そうとするのか。知ら

れたくない事実が記載されているとしか考えら

れない。 

それにしても、被告席の代理人 18人は多すぎ

やしないか。彼らの活動に必要な経費はすべて国

民の税金だろう。仮に敗訴したとしても損害を支

払うのは国と富山県だ。これもまた税金だ。彼ら

は失うものは一つもないのだ。警察や検察の違法

捜査を取り繕うために多額の税金を使う。どうし

てそんなことが許されるのか理解に苦しむ。被告

席では究極の税金の無駄使いが行われている。

 

山形県警でも丌正経理、5 県警の総額約 20億 8千万円 

    警察の裏金づくり、「捜査費」から「預け」にシフトか 

 

物品購入の水増し請求、物品発注を装って業者

にプールする「預け」、発注した物品と異なる物

品を納入させる「差替え」、物品が納入される前

に代金を先払いする「先払い」等、警察や県庁に

よる物品購入をめぐる丌正経理が後を絶たない。 

平成 19 年に宮崎県警、平成 20 年に岩手県警、

平成 21年には熊本県警で発覚、平成 22年 2月に

は千葉県警でも明るみにでた。 

平成 22 年 2 月には千葉県警に続いて、神奈川

県警と福井県警で、さらに 7月には石川県警、そ

して 9月には山形県警でも丌正経理が明らかにな

った。5県警の丌正経理の総額は約 20億 8千万円

に及ぶ。 

 平成 15 年以降、全国で捜査費等を中心とする

裏金づくりが発覚したのに拘らず、最近になって、

これだけ「預け」等の物品購入をめぐる裏金づく

りが続くと、これは捜査費等を原資とする裏金づ

くりが難しくなったために、警察が物品購入を利

用した裏金づくりに本格的にシフトしたとしか

思えない。 

 捜査費等を原資とする裏金づくりでは、末端の

警察職員にニセ領収書等を作成させる必要があ

るところから、末端の警察職員による内部告発等

を招きかねない。長年にわたり、組織的な裏金づ

くりで甘い汁を吸った警察組織が、そう簡単には

公金に対する意識が変わるわけもない。 

「預け」等による裏金づくりなら、会計担当者と

取引先の業者だけで可能だ。取引を続けたい業者

の口は堅い。いわば、持ちつ持たれつの共犯関係

が成立する。警察の裏金づくりが、その原資を捜

査費等から「預け」等による裏金づくりにシフト

して生き残ったと言われても仕方があるまい。

 

千葉県庁の丌正経理では、農林水産部農林水産政策課の職員が、取引関係のある事務機器業者から事

務用消耗品を購入した事実が無いのにこれがあるように装い、内容虚偽の支出負担行為支出伝票を上司

等に提出してその支払を請求し、当該事務機器業者の口座に入金させた後、業者に指示して返金させ、

公金を詐取したとして、３人もの職員が詐欺容疑で逮捕されている。どうやら、警察のいう「私的流用」

もこのようなケースを指すらしい。違法な手続きで予算を執行して公金を詐取し、それを組織のために

飲食、遊興、上納、幹部職員への餞別及び上級組織の接待などに使っても、「組織の立場」を離れてい

ないから、私的流用には当たらないという理屈だ。 

これも一般の国民には良く理解できない。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=154iqb6de/EXP=1295330687;_ylt=A3JuMGn.2zNNj5YAeT.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E7%B4%A0%E6%9D%90&b=61&rkf=1&ib=59&ktot=0&dtot=2
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過去の例でも、裏金づくりで刑事責任を追及さ

れた公務員はほとんどいない。ときには告発の対

象になることはあっても、ほとんど起訴されるこ

ともない。仮に、起訴された職員がいたとしても、

ほとんどが組織の末端の会計担当者等だけであ

る。会計上責任のある幹部が刑事責任を追及され

た事例は聞いたことがない。その理由は、裏金づ

くりが長年の慣行として組織的に行われている

ため、個人犯罪を対象としている現行の刑法の詐

欺、横領といった規定の適用が難しい点にある。

捜査の技術的な面でも、膨大な予算執行事実を会

計書類に基づき、犯意を裏付けし、幹部との共犯

性を立証し、個別に立件していくことは極めて困

難を伴う。しかも、裏金の性質上、その使途は裏

帳簿が存在してはじめて明らかになるが、これま

で発覚した裏金疑惑では裏帳簿の現物が明らか

になった事例はごく一部にすぎない。 

そのため、内部調査でも、私的流用がなかった

と結論づけられ、単なる予算の流用に過ぎないと

いった弁解がまかり通っている。一方、先にも説

明したが、裏金づくりに関する官庁の内部処分は

極めて軽い。懲戒免職になるのは末端の職員であ

り、裏金を使ったのではないかとされる幹部はご

く軽い処分ですまされているのが実情である。

 

「会計担当官」「支出負担行為担当官」「捜査費取扱責任者」「旅行命令権者」「捜査費取扱者」「資金

前渡官吏」等を処罰対象とし、予算執行に丌正があったことが明らかになったときには、即、処罰する

「予算の丌正執行の処罰に関する法律」（仮称）の制定する必要がある。 

 

 

相談ＢＯＸ受理集計表（平成 22年度 4回目） 

22.10.1～ 22.12.31（ ）は累計 

相 談 等 の 内 容 相  談  者  区  分 

 手    段 メール 電 話 その他 警察職員ＯＢ 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談

等 

 

苦   情  3（ 8）   ( 5）   3 (13） 3 (13) 

相   談 9 (29) 5 (30) ( 9) 3 ( 7) 11 (61)  14 (68） 

要   望    ( 1）   ( 1) ( 1) 

情報提供 5（11）  （ 1）  ( 1) （ 2） 5 (11) 5 (13) 

そ の 他 ( 6)  （ 3） ( 1) ( 2) ( 8)   (10) 

  その他の相談   ( 1)  ( 1) ( 1) 

 合   計 17 (54) 5 (40） (12) 3 (11) 19 (95) 22 (106) 

相談ＢＯＸ 相談は無料です。秘密は厳守します。気軽にご相談ください。 

   ☎ 050－7524－8995   e-mail shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

編集後記 原田さんの疑問。 

志布志事件、氷見事件と無罪判決が確定し、警察の捜査に瑕疵があったことが明らかになっているのに、

なぜ国賠訴訟で裁判官の訴訟指揮は検察寄りなのだ。 

市川弁護士曰く、刑事裁判では冤罪が後を絶ちません。これは、司法官僚である裁判官が、法務官僚で

ある検察官こそ正しい、と考えるためです。捜査官の「故意、過失」が問題となる国賠訴訟では、日本

の裁判所は、よほどでない限り、捜査官を信頼する前提に立つので、違法捜査＝国賠償とはなりません。   

あぁ、納得。裁判官は平等ではないんだ。                      夢子 

mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp

